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人口 面積 合併の状況
(万人) (㎢) （1999年以降）

1 宮崎県 宮崎市 中核市 40.4 644.6

・2006.1.1
(3町を編入
合併)

・2010.3.23
(1町を編入
合併)

[地域自治区・合併特例区の設置]
・旧宮崎市域に17の地域自治区（一般制度）、佐土原、田野、高岡、清武
の旧4町域に合併特例区（3地域は設置期限経過に伴い地域自治区に移行）
を設置。
・地域自治区事務所については、旧宮崎市の本庁所管地域に「地域事務
所」（窓口業務）、旧宮崎市の支所設置地域に「地域センター」（住民係
と振興係の2係体制）、旧町域に「総合支所」（地域総務課、市民福祉
課、農林水産課、建設課の4課体制）を設置。
［地域まちづくり推進委員会］
・地域活動の実践組織として、小・中学校区ごとに地域まちづくり推進委
員会を設立するための補助を実施。
[地域コミュニティ活動交付金]
・地域まちづくり推進委員会が事業計画・予算案を作成して、市に交付申
請することで、市から各年度の「各年度の地域コミュニティ活動交付金」
を支給。

2 愛知県 豊田市 中核市 42.2 918.5
・2005.4.1
(4町2村を編
入合併)

［地域自治区の設置］
・市内に12の地域自治区（一般制度）を設置するとともに、地域自治区に
「支所」（地域自治区事務所）及び概ね中学校区を単位とする1以上の
「地域会議」（地域協議会）、地域自治区内の地域会議の「代表者会議」
を設置。
［わくわく事業］
・年間500万円を上限として、市民活動団体等の事業に対して地域会議の
公開審査を通じて補助金を支給する「わくわく事業」を実施。
［地域予算提案事業］
・年間2000万円を上限として、地域会議に予算案提案権を付与し、地域課
題を解決するための市の事業に対する地域会議の提案を予算に反映する
「地域予算提案事業」を実施。

3 三重県 伊賀市 一般市 9.7 558.2
・2004.3.11
(1市3町2村
の新設合併)

[地域自治協議会]
・地域に住むあらゆる人が自由に参加でき、自治会の単位でできない事
や、身近な地域課題を話し合い、解決するための協議の場として「地域自
治協議会」を設置（自治基本条例に規定）。
[地域包括交付金制度]
・地域へ支出していた補助金や委託料などを包括交付金として住民自治協
議会へ交付する「地域包括交付金制度」を創設。
[住民自治協議会担当職員制度]
・住民自治協議会の運営と地域まちづくり計画による住民の主体的な活動
を支援するため、本庁（市民活動推進課）及び各支所に「地域担当職員」
を設置。

4 兵庫県 朝来市 一般市 3.2 403.0
・2005.4.1
（4町の新設
合併）

[地域自治協議会]
・行政サービスの縮小に耐えうる強固な地域自治の体制をつくるため、区
長会を中心に域内の各種団体を包括する「地域自治協議会」（概ね小学校
区単位）を設置。
[地域まちづくり計画]
・地域自治協議会は、「朝来市自治基本条例」により位置づけられてお
り、地域内の誰もが参加できること及び「地域まちづくり計画」を策定す
ることが義務づけられている。
[地域自治包括交付金]
・地域自治協議会に対して、事務局運営額、地域配分額、地域協働事業額
を算定のうえ「地域自治包括交付金」として交付。
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5 静岡県 浜松市 政令市 81.2 1558.0
・2005.7.1
(2市8町1村
を編入合併)

・[行政区の設置]政令指定都市以降に伴い、各行政区に区協議会を設
置。その後、「合併時の未調整事務事業の調整」が概ね終了したことを理
由に、12の地域自治区を廃止。
・［行政区の再編］区役所の機能を「市民に身近なサービスを効果的・
効率的に提供する機能行政」「市民と施政をしっかりとつないでいく機
能」「市民との協働により、まちづくりを推進する機能」と位置づけ、機
能発揮を図る。その後、2013年行財政改革推進審議会から行政区再編の提
言を受け、現在区の再編に向けて検討中。
・[がんばる地域応援事業] 地域に対する各種補助金を区ごとに統合
（中、東、西、南区：2000万円、北、浜北、天竜区：3000万円）し、市民
提案を募集し、区協議会の意見を踏まえて補助金を支出する「がんばる地
域応援事業」を創設。
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概要No. 都道府県 自治体名 都市制度
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人口 面積 合併の状況
(万人) (㎢) （1999年以降）

概要No. 都道府県 自治体名 都市制度

1 兵庫県 姫路市 中核市 54.3 534.4
・2006.3.27
(4町を編入
合併)

[地域づくり推進協議会]
・市域の一部に、「地域づくり推進協議会」が設置されている（任意の組
織であり、条例・要綱等の設置根拠はない）。

2 広島県 福山市 中核市 47.2 518.1

・2003.2.3
(2町を編入
合併)

・2005.2.1
(1町を編入
合併)

・2006.1.1
(1町を編入
合併)

［まちづくり推進委員会］
・市の全域に「まちづくり推進委員会」を設置（79団体）。
［地域まちづくり推進事業補助金］
・地域住民による自主的・主体的な活動が展開され、地域の課題解決や地
域の活性化を図ることを目的として、まちづくり推進委員会に対して「地
域まちづくり推進事業補助金」を支給。
［地域まちづくり計画］
・「第二次福山市協働のまちづくり行動計画」に基づき、自主・自立のま
ちづくりに向けて、地域の将来像や課題の解決方法を学区ごとにまとめる
「地域まちづくり計画」をまちづくり推進委員会が策定。
［在住行政職員の会］
・各学区に在住の福山市行政職員による「在住行政職員の会」を設置。

2 岡山県 倉敷市 中核市 48.4 354.7
・2005.8.1
(2町を編入
合併)

［コミュニティ協議会］
・市内の63小学校区のうち、46地区にコミュニティ協議会が設置されてい
る。
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